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気候変動問題などの地球規模の課題が顕在化している。ＩＰＣＣによれば、極端な気象現象の
増加や人の健康・生態系へのリスクは、工業化以降の平均気温の上昇が 1.5℃の場合において増加
し、２℃においてはさらに増加すると予測されている。持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏ま
え、持続可能な社会を構築するためにも、パリ協定に基づき、脱炭素化に向けた取組みを加速す
ることが重要である。わが国は、「2050 年カーボンニュートラル」の実現を目指すとともに、
2030 年度に 2013 年度比で温室効果ガスを 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向
けて挑戦を続けることとしている。

カーボンニュートラルへの取組みは経済社会の変革を伴うものであるところ、国内外の資金を
最大限活用し、社会全体の適切な移行を支援しつつ、新しい投資や技術革新を促すことを通じて、
産業の競争力と日本経済の成長力につなげる。わが国が新たに設定した意欲的な削減目標を実現
するためには、技術革新及びその社会実装を進めるとともに、企業・個人を含めあらゆる行動主
体が脱炭素を選好する社会を構築することが必要不可欠である。グリーン社会の実現に係る利益
の享受とともに必要な負担も国民全体で分かち合うといった視点が重要であることにも留意する。

１．カーボンプライシングとは何か、
それはなぜ必要なのか ①

令和５年（2023年）度与党大綱抜粋（令和４年（2022年）12月16日）
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１．カーボンプライシングとは何か、
それはなぜ必要なのか ②

■ 化石燃料等の利用により排出したCO2に対して価格付けを行い、排出者に負担を求める仕組みのこと。

カーボンプライシングとは

■ 脱炭素に向けた行動を促す経済的インセンティブ
(価格シグナル効果：将来の炭素価格負担額が、CO2削減効果の高い設備投資を促す効果)

■ 脱炭素投資に対する公的支援の財源確保（財源効果）

カーボンプライシングの意義

※ 第21回カーボンプライシングの活用に関する小委員会（令和４年11月７日）（環境省） 参考資料4より作成

将来の設備稼働期間中の
炭素税等負担額

通常の設備投資額

トータルで
右側が低コストに CO2削減効果の高い

設備投資額

• カーボンプライシングを活用し、新たな投資・技術革新を促す。
• 気候変動対策が加速する中で、国内外の脱炭素市場が拡大。アジア諸国も含め、今後伸びしろが大きい新たな脱炭素市場の獲得につなげる。
• これにより、わが国の産業競争力強化や経済成長を実現。

２

２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ①

（カーボンプライシングの類型）
➣ 炭素税

化石燃料等の利用によるCO2排出量に比例した課税を行うもの。
➣ 排出量取引（キャップ＆トレード）

政府が対象事業者のCO2排出総量を設定し、事業者は自らの排出量に応じて必要な排出権を購入するもの。
➣ クレジット取引

CO2排出を削減する事業等によるCO2削減量を証書化して、自主的に取引を行うもの。

カーボンプライシングの手法

※ 第21回カーボンプライシングの活用に関する小委員会（令和４年11月７日）（環境省） 参考資料4より作成
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２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ②

炭素税の課税段階
課税段階は、下記の４パターン、又はその組み合わせとするが考えられる。
● 上流課税：化石燃料の採取時点、輸入時点での課税
● 中流課税：化石燃料製品（揮発油等の石油製品、都市ガス等）や電気の製造所からの出荷時点での課税
● 下流課税：化石燃料製品、電気の需要家（工場、オフィスビル、家庭等）への供給時点での課税
● 最下流課税：最終製品（財・サービス）が最終消費者に供給される時点での課税

課税段階のイメージ（一例）

石油精製業者 ガソリンスタンド等

発電所

都市ガス製造工場
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LNG
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電力小売業者

揮発油
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ガス小売会社
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工場・オフィス

石炭

電気

都市ガス

財・サービス

上流段階 中流段階 下流段階 最下流段階

※ 中間整理（令和３年８月）（カーボンプライシングの活用に関する小委員会（環境省））より作成 ４

２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ③

炭素税（地球温暖化対策税）について

■ わが国の炭素税として、2012年（平成24年）10月に導入。
■ 石油石炭税の特例として、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円/tCO2）を上乗せ。

CO2排出量1トン当たりの税率

779円/ｔCO2

原油
石油製品

400円/ｔCO2 301円/ｔCO2

ガス状炭化水素
（LPG・LNG）

289円/ｔCO2

石炭

上
乗
せ
税
率

本
則
税
率

石
油
石
炭
税

地球温暖化対策のための課税の特例

※地球温暖化対策のための税の税収は
2,200億円、石油石炭税の本則部分の税収
は3,860億円（令和３年度当初予算）

※ 第21回カーボンプライシングの活用に関する小委員会（令和４年11月７日）（環境省） 参考資料4より作成 ５



２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ④

課税によるCO2削減効果

※ 中間整理（令和３年８月）（カーボンプライシングの活用に関する小委員会（環境省））より作成

課税によるCO2削減効果には、「価格効果」と「財源効果」がある。
● 価格効果：課税によるエネルギー価格上昇により、エネルギー需要量が減少することに伴うCO2削減効果

（エネルギー需要の価格弾力性）
● 財源効果：税収を既存の温暖化対策費用に充てることなどにより、対策技術の導入が促されることに伴う

CO2削減効果

2019年度における地球温暖化対策税の価格効果：▲320トンのCO2削減

2019年度における地球温暖化対策税の財源効果：▲355トンのCO2削減

６

２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ⑤

主な炭素税導入国の炭素税率

（出所）みずほ情報総研
（注1）スウェーデン（1991年～2017年）及びデンマーク（1992年～2010年）は産業用軽減税率を設定していたが、ここでは標準税率を採用（括弧内は産業用税率を設定していた期間）。
（注2）為替レート：1CAD=約82円、1EUR＝約125円、1CHF=約112円、1DKK＝約17円、1SEK=約12円、1NOK=約12円。（2018～2020年の為替レート（TTM）の平均値、みずほ銀行）
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２．カーボンプライシングには
どのような手法があるのか ⑥

排出量取引制度について（イメージ）
■ 政府がCO2の排出量を設定・管理する排出量取引制度は、以下の２類型に大別される。

■ 無償割当型、有償購入型ともに、政府が域内の排出総量を設定・コントロール可能。
■ 無償割当型の場合には政府の収入はゼロであるが、有償購入型のケースでは政府にオークション分の収入が発生する。
■ EUにおける排出量取引制度は、2005年に無償割当型からスタートし、2013年から有償購入型へ移行。EUの排出権オークション価格は日本円で
１万円/tCO2程度。

※ 第21回カーボンプライシングの活用に関する小委員会（令和４年11月７日）（環境省） 参考資料4より作成 ８

３．わが国における今後のカーボンプライシング
の取組みについて ①

「GX実現に向けた基本方針」における成長志向型カーボンプライシング構想の全体像

３．「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現 ・ 実行
（1）基本的考え方
国際公約達成と、我が国の産業競争力強化・経済成長の同時実現に向けては、様々な分野で投資が必要となり、その規模は、一つの試算では

今後10年間で150兆円を超える。こうした巨額のGX投資を官民協調で実現するため、「成長志向型カーボンプライシング構想」を速やかに実
現・実行していく。具体的には、以下の３つの措置を講ずることとする。

・「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援（規制・支援一体型投資促進策等）
・カーボンプライシングによる GX 投資先行インセンティブ
・新たな金融手法の活用

また、GX投資を始めとする大規模な脱炭素投資を実現するためには、民間事業者の予見可能性を高めることが必要であり、そのため国が長
期・複数年度にわたるコミットメントを示すと同時に、規制・制度的措置の見通しなどを示すことが必要となる。そのため、国として、産業競
争力強化・経済成長及び排出削減の同時実現に向けた総合的な戦略を定め、GX投資が期待される主要分野において、各分野における新たな製品
などの導入目標や、新たな規制・制度の導入時期などを一体的な「道行き」として示す。これを更に産業界や専門家も交えて、進捗評価・分析
や必要な見直しを進めていく。加えて、「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行を始めとするGXの推進に向けて、国民・産業界
の理解醸成に必要な対応を行っていく。

さらに、「成長志向型カーボンプライシング構想」の早期具体化及び実行に向けて、必要となる法制上の措置を盛り込んだ法案を第211回国会
に提出する。なお、関連の制度の一部は将来導入することを踏まえ、その実施のために必要となる詳細な規定の一部については、必要な議論・
検討を行った上で、２年以内に措置する。

（出所）「GX実現に向けた基本方針」（令和5年2月10日閣議決定） ９



３．わが国における今後のカーボンプライシング
の取組みについて ②

成長志向型カーボンプライシング構想
①「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援（規制・支援一体型投資促進策等）
②カーボンプライシングによる GX 投資先行インセンティブ
③新たな金融手法の活用（民間資金と公的資金を組み合わせたブレンデッド・ファイナンス等）

● 化石燃料賦課金（2028年～）
政府は炭素価格は決定し、排出総量は制限しないカーボンプライシング。化石燃料輸入事業者等が対象。

● 排出量取引
フェーズ１（2023年度～）：試行

目標設定も含めて自主的な取組

フェーズ２（2026年度～）：本格稼働
政府指針を踏まえた削減目標に対する民間第三者認証、目標達成に向けた規律強化（指導監督、遵守
義務等）等を検討

フェーズ３（2033年度～）：更なる発展
発電部門について、特定事業者負担金（有償オークション）を段階的に導入

※化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について、排出量取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、GX推進法の施行後2年以内
に、必要な法制上の措置を行う。

※ 第22回カーボンプライシングの活用に関する小委員会（令和５年１月24日）（環境省） 資料1より作成 10

３．わが国における今後のカーボンプライシング
の取組みについて ③

エネルギーへの課税ポイント
■ 化石燃料賦課金（2028年～）は上流で徴収、特定事業者負担金（2033年～）は中流

中流
（石油製品等を製造・販売する者）

上流
（原油、石油製品、ガス状炭化水素、
石炭を含む保税地域から引き取る者等）

原油
石油製品

ガス状炭化水素
（LPG・LNG）

石炭

軽油

揮発油税・
地方揮発油税※1

石油石炭税
・温対税

灯油
重油

ガソリン

ジェット燃料

その他石油製品

軽油引取税※2
自動車用

自動車用

電気

LPガス

電源開発促進税

石油ガス税※1

化石燃料賦課金 特定事業者負担金（発電部門）

消

費

者

※ 第21回カーボンプライシングの活用
に関する小委員会（令和４年11月７

日）（環境省） 参考資料４より作成

下流
（石油製品を購入する者）

航空機燃料税

※1 海外から製品として輸入された揮発油又は石油ガスの場合は、それらの製品を保税地域から引き取る者に対して、揮発油税・地方揮発油税又は石油ガス税を納める義務が発生する。

※2 法律上は軽油の引取りを行った者に軽油引取税を納める義務が発生するが、軽油を製造・販売した者が引取りを行った者から軽油引取税を徴収して都道府県へ納税するため、中流と整理。
11



３．わが国における今後のカーボンプライシング
の取組みについて ④

中長期的イメージ

（出所）第11回産業構造審議会 産業技術環境分科会 グリーントランスフォーメーション推進小委員会／総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 2050
年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会 合同会合資料 （令和4年12月14日） 12

おわりに
既存の環境関連税制及び日税連の建議について

既存の環境関連税制等

住宅ローン控除の見直し（所得税）：省エネ住宅等を優遇

13

自動車取得税・自動車重量税の見直し（エコカー減税）：環境性能に優れた自動車を優遇
森林環境税の創設（国税）：森林整備等に必要な財源を確保するため国民一人当たり1,000円を徴収

いずれも脱炭素化のための税制ではあるが、CO2排出量そのものに課税をする税制ではない。

日税連建議書の抜粋

政府は、パリ協定や SDGs を踏まえた地球温暖化対策の一環として、税制のグリーン化を推進するとの方
針を示し、近年、エネルギー課税や車体課税等を中心に税制改正を加速させるとともに、新たな解決方法と
してカーボンプライシングの検討を開始している。カーボンプライシングは、温室効果ガスの削減に資する
だけでなく、あらゆる主体に対し脱炭素社会に向けた資金を含む資源の戦略的な配分を促し、新たな経済成
長を実現する役割も期待できるものであるが、その導入にあたっては、例えばその税収等を活用して他の税
目における減税措置を講ずるなど、事業者、特に中小企業者の経営には十分配慮すべきである。
また、脱炭素社会に向けて、より効率的な税制を構築する観点から、国と地方を通じた環境関連税制の体
系を再検討する必要がある。



環境問題から見た税制

THENESH KANNAA
マレーシア勅許租税協会、専門委員長

常務理事、 TRATAX/WTS MALAYSIA



市場選択の影響による税の役割

認識

アメ

環境に優しい選択

を促進する優遇税

制措置（需要側優

遇措置と供給側優

遇措置）

ムチ

環境に優しくない選択

を阻止する追加課税

「アメとムチ」

環境に優しい選択肢に対する優遇税制措置

二酸化炭素回収・

貯留(CCS)

EV自動車と充電設

備
自動回収機

社会的責任投資
グリーン投資減税

(GITA/GITE)



CCSにおける優遇税制措置の概要
二酸化炭素回収・

貯留

組織内
External Service 

Provider外部サービ
ス提供者

投資税額
控除

事業開始前控
除

間接税免除
サービス
提供者

顧客

優遇税制
措置

又は

パイオニア
ステータス 投資税額控除

間接税免除 二重控除

+ + +

+

または

グリーン投資減税（適格資本支出の100%控除）
グリーン・テクノロ

ジー・プロジェクト

再生可能エネルギー

バイオマス バイオガス

水力 地熱

太陽光

エネルギー効率
グリーン・ビルディ

ング

グリーン・データ・

センター
統合廃棄物管理



環境にやさしくない選択肢に対する「ムチ」

現在

• ガソリン／ディーゼル車の物品税

• 燃料等の補助金の合理化

• 優遇措置申請の評価にて考慮される環境要因

将来 (可能性; 現時点での発表なし)

• 優遇税制措置が承認された企業に課される環境ベストプラクティス（優遇

措置の条件の一部）

• 炭素税

• プラスチック包装税

より広範なESGの視点

社会的視点

•生活費の人的控除

•障害者、高齢者、前科者、仮釈放者等の報酬に対する二重控除

•女性：母乳育児用具に対する人的控除＋女性の職場復帰を奨励

する優遇税制措置

政府的視点

•タックス・ガバナンス・フレームワーク（直

接税の取組みだが、全体的な税の透明性と税

務リスク管理を推進）

• 2024年6月から2027年1月まで段階的に電子イ

ンボイス制度を導入。マレーシアは電子イン

ボイスの「クリアランスモデル」を採用。



• As at April 2023

Thenesh Kannaa
Executive Director,
TRATAX Sdn Bhd/WTS Malaysia
Council Member & Chair of Technical 
Committee,
Chartered Tax Institute of Malaysia (CTIM)

Email: thenesh@tratax.my
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オーストラリア政府は2050年までにネット・ゼロを
どのように達成しようとしているか

アンソニー・グレコ

General Manager Technical Policy
Institute of Public Accountants (IPA)
Australia
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オーストラリアのコミットメント－2050年までにネットゼ
ロを実現
何を？

オーストラリア政府は、オーストラリアがネットゼロに移行することを固く誓った。オーストラリアは、2022年気候変動法
案（その後の改正を含む）の中に、2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で43%削減し、2050年までに
ネットゼロにするという目標を明記している

2050年までにネットゼロ排出を実現することは広くコミットされているものの、エネルギー部門がどのような技術や
ツール、インフラソリューションを利用するかについて具体的な内容は決定されていない

どのように？

ーオーストラリアの電力供給を主に再生可能エネルギーへと転換
ー新しいクリーンエネルギー産業の開発を支援
ー既存の産業や交通網の脱炭素化を支援

4

ネットゼロとは何か？

• パリ協定の下、締約国（オーストラリアを含む）は21世紀後半には世界の温室効果ガス排出量をネットゼロにすることを
目標としている。ネットゼロは、温室効果ガスの排出量を完全にゼロにすることを意味するのではない。植樹や二酸化炭
素の地下または地中貯留などにより、残余排出量を相殺することを目指すべきである。削減される排出量が増えれば、相
殺しなければならない排出量も減る

• オーストラリアの計画は、効果を上げている現行方針に基づくテクノロジー主導のアプローチをとるものであり、増税に
よるものではない

• 5つの原則は、オーストラリアがネットゼロ経済に移行することによって、産業、地域、あるいは雇用がリスクにさらされる
ことがないよう、計画を導くものである

原則

1. 税金ではなくテクノロジー

2. 義務ではなく選択肢を増やす

3. さまざまな新技術に関するコストを削減する

4. 手頃で信頼性の高い電力により、エネルギー価格を抑える

5. 進捗状況について説明責任を負う

オーストラリア政府：「オーストラリアン・ウェイ」でネットゼロを実現する計画
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オーストラリア政府の計画は、4つの分野にわたる協調的行動により、2050年までに経済全体でネッ
トゼロ排出量を実現するというもの

1.テクノロジーコストの削減（例：クリーン水素、超低コスト太陽光発電、エネルギー貯蔵、低排出の鉄鋼
とアルミニウム、二酸化炭素回収・貯留、土壌炭素、メタン排出削減飼料などの新興技術）

2.大規模な展開を可能にする（例：低排出技術を採用する企業へのインセンティブ、自主的炭素市場の
構築、情報・知識共有・認証による消費者支援、Snowy 2.0などのインフラの構築、電気自動車充電
ネットワーク、送電網の拡大）

3.新たな市場と伝統的な市場で機会を捉える（例：銅、ニッケル、リチウムなど、低排出経済に必要な鉱
物や金属の市場を拡大する。クリーン水素の輸出産業を確立する）

4.グローバルな協力を促進する（例：イノベーションを加速し、投資を推進するために国際的なパート
ナーシップを結ぶ。多国間のテクノロジーイニシアチブに参加する）

オーストラリア政府：「オーストラリアン・ウェイ」でネットゼロを実現する計画
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• Powering Australia政策

• 国家送電網再整備計画（Rewiring the Nation）により、国内送電網を拡大および更新
し、再生可能エネルギーの比率を高める

• 地域振興基金（Powering the Regions Fund ：PRF）を通じて既存産業の脱炭素化
を支援

• 国家再生基金（National Reconstruction Fund）を通じて、再生可能エネルギー関
連の製造と低排出技術の配備を支援

• 地域水素ハブ：コミュニティソーラーバッテリー／バンク、バッテリー製造特区の設置、電気
自動車充電インフラ、水素ハイウェイ

ソーラーエネルギー
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• 支持する政策には以下が含まれる：

- 国家エネルギー転換パートナーシップ（The National Energy Transformation Partnership）

- GO（Guarantee of Origin：発電源証明制度）－開発中の制度で、再生可能電力や水素、グリーンコモ
ディティを市場が検証および評価できるようにする

- オーストラリアエネルギー規制局（Australian Energy Regulator：AER）は、全国電力市場
(National Electricity Market: NEM) により多くの再生可能エネルギーを統合するため支援を提供

- オーストラリア再生可能エネルギー機関（Australian Renewable Energy Agency：ARENA）が研
究開発に助成金を提供

• クリーンエネルギー金融公庫（Clean Energy Finance Corporation：CEFC）は、融資や株式投資
を通してエネルギー効率や再生可能エネルギー、低排出技術などに関するプロジェクトを支援

• オーストラリアのカーボンクレジット制度

• 再生可能エネルギー目標制度（Renewable Energy Target scheme）による再生可能エネルギー生
産に対するインセンティブも利用可能

ソーラーエネルギー
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• クイーンズランド州政府は昨年、揚水発電所を新たに2か所建設することを発表

• クイーンズランド州は、州全体にまたがる多数の新たな太陽光および風力発電所により、2035年までに電力
の80％を再生可能エネルギーでまかなえるようになる見込みである

• この目標を達成するには、太陽が出ておらず、風が吹いていないときでも、一度に数時間にわたって州内に電
力を供給できるようにするための貯蔵電力が必要となる

• その点で、揚水発電は大規模貯蔵の選択肢となる

揚水発電

• 揚水発電は、送電網の電力を増やす必要があるときに、不足電力を補う大きなバッテリーのような働きをする

• 揚水発電では、高低差のある2つのダムを建設し、トンネルでつなぎ、送電線を配置して送電網につなぐ

• 十分な太陽光と風力があり、電力が豊富に供給できるときは、余剰電力を使用して上の貯水池に水をくみ上げ
る

• 太陽光と風力が得られないときは、上の貯水池の水をトンネルを通して下の貯水池に放流し、タービンを回転
させて発電する

• 発電した電力は、高圧送電線を通って送電網に送られる

出典： ABC News

例：州によるイニシアチブ
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売上高5,000万オーストラリアドル（3,200万米ドル）未満の中小企業は、適格資産の取
得費用または既存施設の改良費用の20％に相当する特別控除を受けられる

中小企業がエネルギー効率を改善できるよう支援するための一時的な措置

2023年7月1日から2024年6月30日の間に使用を開始した、または設置した資産の
コストに適用

控除額の上限は20,000オーストラリアドル、適格資産のコストの上限は10万オーストラ
リアドル

本質的には、化石燃料を使用しない、よりエネルギー効率の高い資産への移行を目指すも
の

優遇税制－中小企業エネルギー特別控除
（Small Business Energy Bonus Deduction）
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以下の場合、減価償却資産は特別控除の対象となる：

• 電気を使用しており、かつ、化石燃料を使用する合理的に同等な新品の資産が市販され
ている場合

• 電気を使用しており、かつ、交換前の資産よりもエネルギー効率が高い、または交換では
ないが、合理的に同等な新品の資産が市販されている場合、または、

• エネルギー貯蔵、エネルギー需要管理、もしくはエネルギー効率改善のための資産である
場合

優遇税制－中小企業エネルギー特別控除
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対象外：

• 化石燃料が使用可能な資産

• 主な目的が発電である資産

• 自動車

優遇税制－中小企業エネルギー特別控除

12

1. 燃料基準－世界で最も汚い燃料の一部がオーストラリアで使用されていることが知られている。オーストラリアの基準は、以前
としてユーロ5相当である。2015年には硫黄含有量を10ppm以下とするユーロ6排出基準を導入し、2025年にはより厳し
いユーロ7基準を導入する見込みのヨーロッパと比べて、オーストラリアはだいぶ遅れをとっている。世界の80％以上の国が
ユーロ6に相当する自動車輸入基準を採用している

このため、オーストラリアは、企業が最もクリーンな最新式のガソリン自動車を提供しようとしないという困った状況にある

1. より厳しい自動車輸入基準－より厳しい自動車輸入基準の導入が遅れることで、オーストラリアは今後もエネルギー効率の悪
い自動車のゴミ捨て場となってしまう。一方、ヨーロッパや日本などの国は革新を続け、輸送による二酸化炭素排出量を大幅に
削減している

2. クリーンな自動車の供給－大手自動車メーカーは、最も高排出の自動車をオーストラリアに送り続けるのを思いとどまる理由
がない。このことは、オーストラリアで電気自動車（EV）の供給が不足している要因にもなっている

輸送による二酸化炭素排出
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フリンジ・ベネフィット税（FBT）は、従業員や従業員の家族、その他の関係者に提供される特定の便益
に対して、雇用主が支払う税金

FBTは、所得税とは別の扱いとなる

FBTは、フリンジベネフィットの課税対象額に対して計算される

電気自動車（EV）に対するFBTの免除

• 2022年7月1日以降、雇用主は、対象となる電気自動車と関連する諸費用に対するFBTの支払を
免除されている

• 免除の対象となるのは、初回の小売販売時の価格が 低燃費車の高級車税基準額を下回り、その後
の販売時にも下回る電気自動車

• 高級車税（LCT）基準額－2023～2024年は89,322オーストラリアドル

フリンジ・ベネフィット税
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• FBT免除の恩恵を受けるのは被雇用者のみ（雇用主／従業員の関
係）

• 現行の高額なEV調達コストを補助するために、個人に対して一般に
提供されるものではない

• FBTの免除は、３年後に見直される予定

• 充電設備の設置は、FBT免除の対象から除外される

フリンジ・ベネフィット税 – EVは免除



例：FBT免除適用後のEVとガソリン車のコストの比較（5年間のノベーテッ
ドリースを適用するニューサウスウェールズ州の購入者の場合）

15

電気(A$) ガソリン(A$)
購入コスト
価格（MSRP：メーカー希望小売価格） 63,900 63,900
ディーラー手数料 1,725 1,725
印紙税 2,381 2,381
車両登録料＆CTP保険料 1,107 1,107
印紙税免除（ニューサウスウェールズ州） -2,381 0
還付（ニューサウスウェールズ州－最初の2万5,000台のみ） -3,000 0
合計額（インセンティブ付与後） 63,732 69,113

年間維持費
保険＆登録 2,879 2,500
電気／燃料 486 1,500
サービス＆メンテナンス 650 1,300
合計維持費（年間） 4,015 5,300
FBT支払（年間） 0 12,495
5年間の維持費合計 83,807 158,088
EVによる節約額 74,281

注：上記の例は、説明のみを目的としている。数値は2022年8月現在のもの。
税率はすべてATO（オーストラリア国税庁）が規定した2023年3月31日以後に終
了する年度の税率。
EV購入者はニューサウスウェールズ州に住み、1日に平均37km走行すると想定。
サービス費用はメーカーのウェブサイトから取得可能なものは取得。タイヤの費用：年
間400オーストラリアドル、燃料2.0ドル／リットル、電力：0.30ドル／kWh
$0.30/kWh

Zecarウェブサイトから引用
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優遇税制は、行動に影響を与える重要な手法である。これまで割高であったEVの購入費用が新モデルの登場によって徐々に下
がっているため、オーストラリアにおける遅々としたEV普及にも優遇税制の効果が現れるだろう

既に、いくつかの州や準州が従来のガソリン車からの移行を推奨するため、キャッシュバックやその他のインセンティブを住民に
提供している

最も大きな優遇税制は、フリンジ・ベネフィット税（FBT）の免除である。これは特に、市場の中の法人リースまたは給与パッケージ
分野にとって魅力的であり、将来的に中古車市場に供給されるという追加的な便益をもたらす。これにより、今後、電気自動車を
購入したいと考える人にとって、ハードルが下がることが期待される

電気自動車－連邦政府
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一定の基準を満たす自家用車の場合、ダブルキャブのピックアップトラックはFBT
を免除される

オーストラリアでは、長年にわたり、ダブルキャブのピックアップトラックが売上トッ
プ４に入り、自動車売上の多くを占めている

このカテゴリーのモデルの多くは、海外の排出ガス基準を満たしていない（多くが
ディーゼル車）

このような車両の人気に拍車をかけているのは、自家用車の利用を許可された範
囲に限定するために行われるコンプライアンス活動が低調なことである

フリンジ・ベネフィット税
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EV戦略 連邦 ACT（オーストラリ
ア首都特別地域）

NSW（ニューサウス
ウェールズ）

NT（ノーザンテリト
リー）

QLD（クイーンズランド） SA（南オーストラリア） TAS（タスマニア） VIC（ビクトリア） WA（西オーストラ
リア）

還付 なし なし 新車EV*の最初の
25,000台に
A$3,000還付

なし 新車EV*の最初の
15,000台にA$3,000
還付

新車EV*の最初の7,000
台にA$3,000還付

なし 新車EV*の最初の
4,000台に
A$3,000還付

新車EV*の最初の
10,000台に
A$3,500還付

登録手数料
の免除／割
引

なし 新車EV*の登録料
は2年間無料、中
古EVは20％割引

割引適用可（車
両重量と目的によ
る）

2022年7月1日か
ら2027年6月30
日まで免除

BEVの車両登録料が最
も低い

新車EVと水素燃料電池
自動車の登録料は3年間
無料

EVの登録料は2年
間無料

登録料は毎年
A$100割引

なし

印紙税の免
除

なし 新車EVは完全免
除

新車／中古EV*は
完全免除

プラグインEV*の売
上は免除

内燃エンジン（ICE）搭
載車より低い印紙税

なし 新車／中古
EVEVSは完全免
除

EVは、「高級車」の
印紙税率は免除

なし

その他のイン
センティブ

労働党のEV減税
法案（輸入関税
撤廃およびFBT免
除）

新車EV購入者に
A$15,000の無利
子ローン

なし EV充電設備の購
入と設置に適用さ
れるEV充電設備
補助金制度（EV 
Charger Grants 
Scheme）

自宅へのEVスマート充電
設備の設置に最大
A$2000*

なし なし なし なし
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税 燃料効率の良い車
の場合のLCT（高
級車税）の基準値
を2022年7月1日
より$84,916に引
き上げ

なし 道路使用料の課金
を2027年7月1日
まで延期

なし なし 道路使用料の課金を
2027年7月1日まで延期
*（南オーストラリア州新政
府はこの法律の廃止を求
めている）

なし 道路使用料を
2021年7月1日か
ら課し、2022年7
月1日から料金引き
上げ*（現在、最
高裁判所で争われ
ている）

道路使用料の課金
を2027年7月1日
まで延期

目標 2050年までにネッ
トゼロを実現（新
政府により修正され
る可能性あり）

2050年までにネッ
トゼロ排出を実現
（自動車以外も含
む）

2030年までに販売
される新車の50％
がEVになるようにし、
2050年までにネッ
トゼロを実現

政府公用車のEVを
2030年までに200
台に増やす

2030年までに販売され
る乗用車新車の50％を
ゼロ排出とし、2026年ま
でに政府公用車すべてを
ゼロ排出とする

南オーストラリア政府は、
2030年までにEVを「一般
的な選択」とし、2035年ま
でに「デフォルト」とすることを
目指している

2030年までに政府
公用車の100％を
EVにする

2030年までに販売
される新車の50％
をEVに、2040年ま
でにその割合を
100％にする。
2050年までにネッ
トゼロを実現

2025／26年まで
に政府公用車の
25％をEVにし、
2050年までにネッ
トゼロを実現

EVの最大コストや時間的制約など、（*で示される）還付やその他のインセンティブには特定の
条件が適用される。詳細は各州のEV戦略を参照のこと

炭素税

• オーストラリアは、直接的なカーボンプライスを課していない

• 2012年にカーボンプライシング制度の導入を試みるも、わずか2年で
廃止された

• 一部の国は、オーストラリアからの輸入品に対し、炭素税の課税を開始
する予定である



まだ着かないけれど

• 化石燃料からの転換期にある国

• 排出量削減を達成するために、価格シグナルや税制の重点的な利用は
しない

• 目標を達成できるかは誰にも分からないが、本気の旅が始まっている



サジェスチョンスピーチ



国際取引における源泉所得税

藤本則子、国際税務情報研究会前専門委員

日本税理士会連合会

2023年11月2日
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１．非居住者に対する源泉税
*出典: 国税庁 源泉徴収のしかた

２．外国税額控除の控除限度額
＜日本の会社＞

日本の法人税×外国源泉所得

/課税所得合計

＜日本にPEを置く外国の会社＞
日本のPEに帰属する所得に対する日本の法人税 X 

日本のPEに帰属する所得に含まれる外国源泉所得
/ 日本のPEに帰属する所得課税所得合計

*計算過程において所得に対する税率が高い部分の外国税額（一般的に35％）の部
分は外国税額控除の対象から控除しなければならない。



２．フォーミュラに関する留意点

1．日本では、国別限度方式や所得の種類別に分類するバスケット限度方式で
はなく、総合限度方式を採用している。

2．国外源泉所得には、非課税所得は含まれない。

3. 計算上、総課税所得に占める国外源泉所得の割合は最大90%までとされ
る。

4．国内源泉所得と国外源泉所得との間の費用の配分は、合理的な根拠に基づ
いて行われなければならない。

5. 外国税額控除は、都道府県民税及び市町村民税においても、控除限度額が
追加される。

２．繰越制度

１．ある年に発生した外国税額が限度額を超える場合、
限度額を超える外国税額は最長3年間繰り越すことがで
きる。

2. 一方、ある年に発生した外国税額がその年の限度額
に達しない場合、3年間に適用される外国税額控除の限
度額は、その不足分増加する。



２．外国税額控除の計算方法
<国内法人>

国内法人

所得
国内所得 200

外国子会社

外国所得 100

所得合計 300

配当 100 税率 35% 外国所得 100

源泉税 20.42 法人税 300 X 35% = 105 外国税 15

外国税額控除 15X100/300 = -5 * 10 は
控除対象外

日本国内源泉所得から
控除される源泉税 = -20.42

最終納付税額 = 79.58

２．税額控除か益金不算入

各法人は、外国税額を法人税額から税額控除するか、益金不算入と
するか選択できる。

この選択は、所得に対する外国税額の合計額に対して行使されるべ
きである。



２．国外配当所得控除

外国子会社を所有する日本の法人は通常、国外配当所得控
除を受けることができる。

1. このルールでは、原則として、外国子会社からの受取配当金が外国子会社側で損金不算入
となる場合には、95％非課税とすることができる。しかし、外国子会社側で受取配当金が
損金算入される場合には、日本の親会社は受取配当金を益金不算入とすることはできず、
外国配当金は全額日本で課税されることになる。

2. 外国子会社とは、配当の支払義務が確定する時点から遡って6ヶ月以上前から、日本法人
が25％以上の資本を保有している外国法人をいう。

２．外国税額控除制度と
国外所得免除制度（方式）をめぐる問題点

1．国外所得免除方式は、親会社の法人税率が子会社の税率より
低い場合、二重課税は100%排除されない。

2. 低税率国子会社の操作による過剰な税額控除を生み出す可能性

3. 控除限度額は繰り越せるが、実際に控除されるまで二重課税が残る。

4. 未使用の外国税額控除の繰越期間はわずか3年であり、
3年経過時に会社が赤字の状態であれば、控除も還付もできない。
期限切れとなるだけである。



３．

３．外国人労働者に対する特例措置
＜OECDモデル租税条約 第20条＞
この条文では、締約国のいずれかに居住する学生が、生活、教育又は訓練に要する実費のために受ける給付金
は、滞在国において非課税とすると規定している。つまり、日本国内で支払われるその他の給付金等は、一律
20.42%の課税対象となる。

＜租税条約に係る税制措置* #Number of article in tax treaty＞

中国 21条
日本での支払い、中国からの送金を問わず全額免除
ベトナム20条, マレーシア21条, 台湾20条 : 
本国で支払われた給付金のみ免除

韓国20条-1 :
本国から支払われる場合、2万米ドル相当額まで、5年間は免除される。
フィリピン21条-1: 
本国から支払われる場合、1,500米ドル相当額まで、５年間免除される

租税条約を締結していない国 : 
すべて一律20.42%の課税対象



3. 租税条約における免税措置申請

租税条約における免税措置を受けるには給料の支払いを受ける前に給与の
支払者を通じて「租税条約に関する届出書」に「在学証明書」を添付して
支払者を通じて税務署に提出しなければなりません。

この届出の提出が遅れた場合でも支払日から5年以内であれば、申請書を
提出することにより納付された所得税の還付を受けることが出来ます。

この免税の取り扱いは語学学校や専門学校の生徒は対象となりません。学
校教育法第1条に規定する大学や短期大学、高校のような学校の生徒に限
られます。

３．国際課税に対する日本のアプローチ

国際的な租税回避スキームは、かつては主に国際的な大企業が利用してい
た。しかし、グローバル化が進むにつれ、中小企業や富裕層の間でもこう
した租税回避手法への関心が高まっている。

これを防ぐため、日本の税務当局はそれぞれの抜け穴をふさぐためにいく
つかの対応策を設けているが、こうした対応は税制のさらなる複雑化を招
き、税務行政の執行を困難にすることになりかねない。



４．なぜOECDはBEPSを深刻なリスクと捉えているか?
BEPSが容認されると何が起こるか? 

1. 税収は、医療・教育・発電所・ダム・道路・橋梁・通信
等の公共設備の整備や公共サービスに用いられることと
なっている

・もし多国籍企業が公平に納税を行わない場合、政府によ
るサービスが低下する

４．なぜOECDはBEPSを深刻なリスクと捉えているか?
BEPSが容認されると何が起こるか?

2. BEPSは企業間の公正な競争力に悪影響を与える

･多国籍企業は複数国の国際的な租税スキームを利用するこ
とで利益を享受し、事業能力を強化することができるが、
一方で国内企業はその租税スキームを利用することができ
ない



４．なぜOECDはBEPSを深刻なリスクと捉えているのか?
BEPSが容認されると何が起こるか?

3. BEPSは投資判断をゆがめる

･投資判断が本来の事業目的ではなく、租税スキームの適用
可能性に基づいて行われるとすれば、戦略的投資は拡充され
る

４．なぜOECDはBEPSを深刻なリスクと捉えているか?
BEPSが容認されると何が起こるか?

4. BEPSは国内納税者に悪影響を及ぼす

･多国籍企業が所得源泉国において、税金を全く支払わない、
またはほとんど支払わない場合、同国の国内納税者がその不
足分を補うためにより大きな税負担を負わなければならなく
なる

奥井3



スライド 18

奥井3 順番変えました
奥井 博子, 2023/10/11

５．おわりに
問題は明確であるが、その解決策は単純ではない。

急いでひとつの結論を出す必要はない。

回答を模索すればするほど、多くの疑問に直面する。なぜなら、
理論と実務は必ずしも一致しないためである。

解決策にたどり着くためには、基本に戻る必要がある
1. 何のための税なのか？
2. 我々の使命とは何か？



Thank you!

ご清聴ありがとうございました。

Noriko Fujimoto



インドネシアにおけるクロスボーダー恒久的施設及び外国子会社に関す
る税務上の将来的な取扱い

ASEAN議長国インドネシア
ASEANの重要性： 成長の中心地

設立の自由

• 「設立」の概念

• 源泉地国： 非居住者に対する内国民待遇

• Saint-Gobain; Denkavit Internationaalを参照

• 居住国： 外国源泉所得に対する内国民待遇

• Marks & Spencer; Bosal Holding を参照



ASEAN議長国インドネシア
ASEANの重要性： 成長の中心地

資本の自由な移動

• 「資本の移動」の概念

• Franked Investment Income Group Litigation (FII) を参
照

OECDモデル条約に基づく恒久的施設と居住者である子会社

•「恒久的施設」の
一般的定義

恒久的施設の
重要性

独立企業間原則と
恒久的施設に帰属
する所得の算定

関連事業アプロー
チ(RBA) および 機
能的分離企業(FSE)
アプローチ

A1
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A1 RBA = Risk Base Approach

FSE = Functionally Separate Entity
作成者, 2023/10/21

インドネシアの所得税法に基づく恒久的施設

恒久的施設の一般的定義（第2条第5項 ITL)

• 所得(Income)

• 損金(Deductible expenses)

利得（profit)の算定

恒久的施設に帰属する利得（profits）の企業全体への分配

子会社（branches）の損失の相殺

子会社のために親会社（head office）が負担した資金調達コストの取扱い

A2

A3

A4 A5
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A2 7枚目では用語が異なります
profit　→　taxable income
income → general income
deductible expenses は同じ
作成者, 2023/10/21

A3 7枚目では "subsidiary" が使われています。必要であれば「支店」に変更ください。
作成者, 2023/10/21

A4 7枚目では "parent" が使われています。必要であれば「本店」に変更ください。
作成者, 2023/10/23

A5 Treatment of head office finance costs for branches

１．本店から支店への資金提供コストの取り扱い
２．本店が支店のために行った資金調達のコストの取り扱い
３．本店の資金調達コストの、支店にとっての取り扱い

2と解釈して、「負担」という言葉を補いました。この解釈で良いか、ご確認ください。
作成者, 2023/10/23

まとめと結論

恒久的施設の定

義
吸引力ルール 支店利益税

関連者間支払い

（Intra-

payments）

通常の税額控除
国境を越えた損

失

A6


